
船舶事故調査報告書 

 

平成２２年８月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年５月６日 １６時３０分ごろ 

発生場所 山口県萩市見島北方沖 見島北灯台から真方位０２１°９.９海里（Ｍ）付

近（概位 北緯３４°５７.２′ 東経１３１°１２.３′） 

事故調査の経過  平成２２年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 暉
き

祥
しょう

丸、７５トン Ａ 漁船 第一

 船舶番号、船舶所有者等    ＳＮ２－３０００（漁船登録番号）、有限会社栄徳水産 

   ２７.５０ｍ(Lr)×５.８０ｍ×２.４５ｍ、鋼  Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数４４０、平成元年６月４日  機関、出力、進水等 

Ｂ 漁船 勝
しょう

栄
えい

丸、１９.９８トン 

   ＹＧ２－６５９６（漁船登録番号）、個人所有 

   １６.９７ｍ(Lr)×３.４３ｍ×１.３８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、昭和４９年１０月３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５９歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日  平成９年８月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年６月２５日 

    免状有効期間満了日 平成２４年８月２６日 

  甲板員Ａ 男性 ５９歳 

   受有免状なし 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５０年２月７日 

    免許証交付日 平成２２年５月１２日 

            （平成２７年７月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 全損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか７人が乗り組み、甲板員Ａが船橋当直

につき、手動操舵により、針路を約２７５°（真方位、以下同じ。）、速

力を約９ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）として漁場に向かった。 

甲板員Ａは、目視及びレーダーで前方に船舶を認めなかったことから、

前方に航行する船舶はないと思い、操舵室前面左舷側に設置されたＧＰＳ

プロッターを見ながら、同じ針路及び速力で航行中、平成２２年５月６日
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１６時３０分ごろ、萩市見島北灯台から０２１°９.９Ｍ付近で、Ａ船の船

首部とＢ船の左舷中央部が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、船長Ｂが、約１８２°の針路及び

約９kn の速力で、自動操舵により航行中、１６時００分ごろレーダー映像

により左舷船首４０～５０°４.５Ｍ付近を西進するＡ船を認めた。 

船長Ｂは、Ａ船がいずれ避けてくれるだろうと思い込んでＡ船の動静を

監視せず、衝突の数分前から携帯電話の操作を始め、同じ針路及び速力で

航行中、Ａ船と衝突した。 

衝突後、Ｂ船は左舷側に傾き、機関室から火災が発生したので、Ｂ船乗

組員はＡ船に移乗した。 

Ｂ船は、左舷側に傾いたまま燃え続け、１８時３０分ごろ衝突場所付近

で沈没した。その後、Ａ船はＢ船乗組員を乗せて山口県萩港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５～約１.０ｍ 

 その他の事項  甲板員Ａは、トロール漁船や定置網漁船に約３５年間乗り組み、船橋当

直の経験も同じぐらいの年数を有していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、見島北方沖を西進中、甲板員Ａが、前

方に航行の支障となる船舶はないと思い、適切な

見張りを行わなかったため、右舷方から接近する

Ｂ船に気付かずに航行を続け、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船は、見島北方沖を南進中、船長Ｂが、レー

ダー映像により西進するＡ船を認めたが、Ａ船が

避けてくれるものと思い込み、適切な見張りを行

わなかったため、Ａ船と衝突のおそれがある態勢

で接近していることに気付かずに航行を続け、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、衝突時、機関室内の電気系統が損傷し

たため、火災が発生した可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、見島北方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が南進中、甲板員

Ａ及び船長Ｂが適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

 




